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広告

　

次
の
動
物
を
１
頭
・
１
羽
で
も

所
有
す
る
か
た
へ
報
告
の
お
願
い

牛
、
水
牛
、
鹿 

、
め
ん
羊
、
山

羊
、
豚
（
ミ
ニ
ブ
タ
含
む
）、 

い

の
し
し
、
馬
（
ポ
ニ
ー
含
む
）、 

鶏
（
う
こ
っ
け
い
・
チ
ャ
ボ
含

む
）、 

う
ず
ら
、
あ
ひ
る 

、
き
じ 

、

だ
ち
ょ
う 

、
ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
、 

七

面
鳥　

※
ペ
ッ
ト
、
学
校
等
や
公
園
で
の

　

飼
育
も
含
み
ま
す

　　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
に
よ
り
毎

年
２
月
１
日
現
在
の
頭
数
等
の
報

告
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

○
新
し
く
家
畜
の
飼
養
を
開
始
・

中
止
し
た
か
た

○
飼
養
し
て
い
る
の
に
報
告
用
紙

が
届
か
な
い
か
た
は
、
必
ず
そ
の

旨
を
電
話
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

前
年
に
報
告
さ
れ
た
か
た
は
、

報
告
用
紙
が
１
月
末
に
郵
送
や
集

乳
時
な
ど
で
送
付
さ
れ
ま
す
の
で

忘
れ
ず
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
報
告
・
問
い
合
わ
せ　

置
賜
家

畜
保
健
衛
生
所　
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陽
市
三
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通
４
４
４

※
皆
様
か
ら
報
告
さ
れ
た
内
容
に

つ
い
て
は
、
市
町
で
取
り
ま
と
め

を
し
、
県
へ
報
告
さ
れ
ま
す
が
、

家
畜
伝
染
病
の
防
疫
お
よ
び
畜
産

振
興
の
目
的
以
外
に
は
使
用
し
ま

せ
ん
。

▼
い
つ　

２
月
８
日
（
金
）

　

午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分 

▼
ど
こ
で　

置
賜
総
合
支
庁
２
階

講
堂

▼
講
演
内
容

　

講
師　

 

千
葉
商
科
大
学
大
学

　

細
に
つ
き
ま
し
て
は
お
問
い
合

　

わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

長
井
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０
９

担
当　

江
川
・
大
段

▼
い
つ　

２
月
３
日
（
日
）

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時
身
近
な

相
続
教
室
は
①
午
前
11
時
と
②
午

後
１
時
30
分
の
２
回

▼
ど
こ
で　

長
井
市
民
文
化
会
館

▼
相
談
料　

無
料

▼
予
約
不
要

▼
相
談
例　

・
登
記
名
義
人
が
先
々
代
の
ま
ま

　

で
あ
る
。

・
事
業
を
継
い
だ
子
ど
も
に
事
業

　

用
財
産
を
相
続
さ
せ
た
い
。

・
相
続
人
の
中
に
行
方
不
明
の
人

　

が
い
て
、
遺
産
分
割
協
議
が
で

　

き
な
い
。　

な
ど

■
問
い
合
わ
せ　

山
形
県
司
法
書

士
会
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伊
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宏
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市
民
フ
ァ
ン
ド
を
活
用
し
た
再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
太
陽
光
・

小
水
力
）
の
地
域
導
入
（
市
民

フ
ァ
ン
ド
も
し
く
は
地
域
エ
ネ
ル

ギ
ー
会
社
等
の
創
出
等
）
に
つ
い

て
、
こ
れ
ま
で
講
師
が
取
り
組
ん

で
き
た
「
お
ひ
さ
ま
フ
ァ
ン
ド
」

「
立
山
ア
ル
プ
ス
小
水
力
事
業
」

等
の
経
験
を
活
か
し
た
お
話 

▼
申
込
締
切　

２
月
１
日
（
金
）

　

定
員
80
人
（
先
着
）

■
問
い
合
わ
せ　

置
賜
地
域
低
炭

素
社
会
形
成
推
進
協
議
会　

事
務

局　

鈴
木 

（
置
賜
総
合
支
庁
保
健

福
祉
環
境
部
環
境
課
）　
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平
成
25
年
４
月
か
ら
「
高
齢
者

等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法

律
」
が
改
正
さ
れ
ま
す
。

　

事
業
主
に
は
①
〜
③
の
い
ず
れ

か
の
対
応
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

①
65
歳
以
上
へ
の
定
年
の
引
き
上
げ

②
希
望
者
全
員
を
65
歳
ま
で
継
続

し
て
雇
用
す
る
制
度
の
導
入

③
定
年
制
度
の
導
入

※
改
正
の
内
容
、
経
過
措
置
等
詳

FAX




